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既存住宅品質サポートセンター 発表

１．事業の目的

既存住宅取引にかかわる売主および宅建業者と買主間にある情報の非対称性

を解消するために、①誰もが ②容易 に ③できるだけ安価 に

関連情報を入手できる仕組みを構築し、安全安心な取引を実現する。

２．事業の概要

既存住宅取引時に必要な情報を網羅的に明示する「取扱い情報一覧表」を公開。

ここにアクセスすることで情報の提供先や情報そのものを得ることができ、

『家しらべ・住宅調査書』としてファイル化もできるようにしている。

このファイルを既存住宅取引の当時者すべてが、初期段階から利用することで、

情報の漏れや間違い・説明不足を解消する。

以上の取組みについて、事業者に実証実験を行ってもらう。
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既存住宅品質サポートセンター 発表

２ 事業の概要（情報提供のタイミング）２．事業の概要（情報提供のタイミング）

必要な情報の取得のタイミングは、一覧表の中で取引の各ステージごとに明示。

詳細は、ＨＰ『住まいの情報ボックス クラシロー』をご覧ください。
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既存住宅品質サポートセンター 発表

３．成果物作成に至るまでの取組みについて（１）

Ⅰ）すべて当センター参加団体代表者による合議で運営

①既存住宅取引に必要な情報項目の収集 → ②情報の提供先の選定

③情報 容 検証 ④情報 表 方法 検 覧表表 がベ→ ③情報の内容の検証 → ④情報の表示方法の検討（一覧表表示がベスト）

そもそも買主はどんな情報が必要かさえ知らない

⑤情報 のアクセスの確保 （ＷＥＢがベスト） ⑥情報のフ イル化→ ⑤情報へのアクセスの確保 （ＷＥＢがベスト） → ⑥情報のファイル化

誰もが容易に安価にアクセスできること 現場で使用できること

→ ⑦ファイルの利用方法の検討とマニ アル化→ ⑦ファイルの利用方法の検討とマニュアル化

→ ⑧ファイルを活用した実証実験 → ⑨実証実験の反映→ ⑧ファイルを活用した実証実験 → ⑨実証実験の反映

Ⅱ） 住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業の採択団体と連携

春日井市役所 ・ 一般社団法人ハウスサポート
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既存住宅品質サポートセンター 発表

３．成果物作成に至るまでの取組みについて（２）

既存住宅取引に必要な情報の『取扱い情報一覧表』 ・『中古住宅調査書』

サンプル、およびＷＥＢ上への掲示までは、当センターメンバーで完備。

事業者向 説 会 催するも 様 を た 答が１０月２０日 事業者向け説明会開催するも、当面様子を見たいとの回答が

ほとんどで、実証実験への参加希望者はなかった。

ＷＥＢだけでなく、紙ベースで手軽に利用・配布できるツールが必要。

親しみやすい名称に変更『家しらべ・住宅調査書』簡易パンフレットを作成。

１月１９日 事業者向け説明会開催で実証実験参加希望者５社

営業マニュアルを配布し 利用を促進中
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営業マニュアルを配布し、利用を促進中



既存住宅品質サポートセンター 発表概要

４．事業を行う上での課題

Ⅰ） ①誰もが②容易に③できるだけ安価にアクセスできるようＷＥＢを活用したが、

ⅰ）認知度が上がるまでに時間がかかる。 （消費者・事業者とも）

ⅱ）特に『調査書』は、実物を配布しないと具体的なイメージがわかない。

事業者 有 性を訴求 れ なⅲ）事業者には、このツールの有用性を訴求し切れていない。

Ⅱ） ＷＥＢといえども どこにいるかわからない「既存住宅取引をおこなう可能性Ⅱ） ＷＥＢといえども、どこにいるかわからない「既存住宅取引をおこなう可能性

がある消費者」に直接訴求するためには、コストがかかる。

Ⅲ） 提供する情報の正確性・最新性は担保できない。情報提供先に一任する

しかないしかない。

Ⅳ） 情報量が多過ぎて 一般の消費者が理解するために説明業務が必要か？
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Ⅳ） 情報量が多過ぎて、 般の消費者が理解するために説明業務が必要か？



既存住宅品質サポートセンター 発表

５．成果物及び得られた成果について（１）

①ＷＥＢでの情報取得 ②取扱い情報一覧表の公開

『住まいの情報ボックス クラシロー』活用
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既存住宅品質サポートセンター 発表

５．成果物及び得られた成果について（２）

③ファイル化した『家しらべ・住宅調査書』 ④簡易パンフレット

⑤『調査書』を利用した営業マニュアル
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既存住宅品質サポートセンター 発表

５ 成果物及び得られた成果について（３）５．成果物及び得られた成果について（３）

①現在、実証実験参加希望５社によって検証中。

②本事業の仕組みを利用して、消費者にメリットを提供した具体事例はないが、仲
介業者から相談があり当センター参加団体が対応し解決した事例があった。

本件は、仲介業者が（ⅰ）新耐震基準の住宅であれば「耐震基準適合証明書」が

発行されると考えていた。（ⅱ）既存住宅売買瑕疵保険の制度を知らなかった

が（ⅲ）買主が先に既存住宅売買瑕疵保険の情報を知っていたというミスによって、

減税要件を得るために引渡日が延期された。

この仲介業者は、本センターの事業者説明会に出席事業者であったので、商談

当初から「家しらべ・住宅調査書」を活用していれば、 トラブルは未然に防ぐこと

ができた可能性が高いと考えられる。

③今年度後半から、当センターに宅建業者やその加盟団体、工務店等の研修会

への講師派遣の依頼が増えてきた。ようやく当センター活動エリアにおいても

中古住宅流通への関心が深まってきた中古住宅流通への関心が深まってきた。
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既存住宅品質サポートセンター 発表

６．今後の活動について

①宅建業者・建築士・工務店等の業界団体向けを中心に告知活動を継続する。①宅建業者 建築 務店等 業界団体向けを中心 告知活動を継続する。

②『家しらべ・住宅調査書』を利用した実績を収集し、営業マニュアルを改訂する。

③当センター活動エリアの住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業の採択団体と
連携して、対象団地内で当センターの提案する事業を実施し相乗効果を上げる。

④ の地域の地方自治体にも 空き家対策に関する担当部署が設置され始めており④この地域の地方自治体にも、空き家対策に関する担当部署が設置され始めており、
当センターにも問い合わせが入るようになった。
今後はこの部署との連携を図り、共催で告知活動等を実施できるように働きかける。

今後も本事業を継続することが大切と考えます。ご指導の程よろしくお願いいたします。
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